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10．厚生労働省が要請している「休業指示を行う場合にあ
たり、休業中の手当の水準、休業日や休業時間の設定等
について、労使協議を通じた労働者の不利益を回避する
努力」に対する考え方について明らかにすること。 

11．平均賃金の算出及び支給方法について明らかにする
こと。 

12．期末手当の期間率における欠勤期間を「会社が特に
指定した場合は除くことがあるとすることとする」とした
理由及び具体的な考え方について明らかにすること。 

組合：特に指定した場合には具体的にはどのようなこと
になるのか。 

組合：人によって除外されるケースと除外されないケー
スが発生すると不公平感を感じる人は多く出てく
る。ハッキリしてもらいたい。 

組合：寒冷地手当も基準月に休業する場合は一緒か。 

組合：算定するかしないかは休業の支給率も含めて説明
するときに一緒に伝えることでいいか。 

組合：一事象の際に期間が２か月と決めたとき、例えば
Ａさんは７月、Ｂさんは８月となった場合にＡさ
んは前３か月なので４～６月、Ｂさんは５～７月
という捉え方でいいか。 

組合：平均賃金は基本給と各種手当が含まれる考え方か。 

組合：無給休暇の計算方法と基本的には一緒でいいのか。 

組合：給料明細の記載は休業の場合はどのように表記が
されるのか。 

組合：100 分の 100であったとしても多くの場合は日割
単価の方が高い。なので、100 分の 100 だったら
減額が無いんではないかと思いがちだが、実際に
計算をして見ると減額になる。 

組合：休業を指示された月によっても変わってくる。簡
単に言うと 31日の日数と２月のような 28日の日
数に休業を指示された場合、日割単価は高くなる。 

組合：１月２月を休業期間にして平均賃金の支給率で対
応するとなった場合に、２月に休業を指示された
方が不利になる、損になる。 

組合：あくまでも指示をする前にどういう形であれ、そ
れは社員には示すということでいいのか。 

組合：休業を指示する場合には経営努力などが前提であ
って然るべきではないか。 

９．休業指示に伴う100分の60以上の基準等に対する
考え方と具体的な想定について明らかにすること。 

組合：100分の60に以上が付いたが、その都度会社とし
て判断していくということになるのか。 

組合：全社員同じ支給率で対応する考えなのか。 

組合：途中で支給率が変わることも否定できないという
ことだが、それはどうなのか。 

組合：支給率をあらかじめ決めるのか。端数を切上げた
としても“以上”にはなる。 


